
施設の管理

１．管内の現況

（１）管内道路の整備状況（平成２９年４月１日国県道現況調書より）

（２）管内河川現況（平成３０年３月３１日現在）

（３）管内砂防の状況（平成３１年３月３１日現在）

（４）都市計画区域指定一覧（平成３０年３月３１日都市計画年報より）

都 市 計 画
区 域 名

市 町 村 名 範 囲

都 市 計 画 区 域
都 計 区 域
指 定 年 月 日

最 終 変 更
年 月 日

面 積 ( ha )
H 2 2
国 調 人 口

人 口
(千 人 )

会 津

会津若松市 一部 17,676 122.0 118.0 S 4. 7.20 H16. 5.14

会津美里町
(旧 会津本郷町)

一部 1,400 5.7 5.2 S45. 9. 1

小計 19,076 127.7 123.2 

会 津 坂 下

会津坂下町 一部 5,685 15.2 S23.11.27 H 7. 8. 1

湯川村 全部 1,637 3.2 3.1 S45. 9. 1 H26. 5.27

小計 7,322 19.4 18.3

会 津 高 田
会津美里町

(旧 会津高田町)
一部 1,140 7.1 S24. 6.18 S58. 9. 9

３ 都 計 区 域 ４市町村 27,537 154.9 148.6 

延長(m) % 延長(m) %
1 38,128 38,128 100.0% 38,128 100.0%

8 201,223 172,339 85.6% 201,223 100.0%

14 168,319 121,521 72.2% 164,916 98.0%

43 259,786 149,134 57.4% 236,329 91.0%

65 629,328 442,994 70.4% 602,468 95.7%

7,588 2,855,566 1,755,332 61.5% 1,909,432 66.9%

7,654 3,523,022 2,236,454 63.5% 2,550,028 72.4%

主 要 地 方 道

一 般 県 道

改良済(5.5m未満含) 舗装済(簡易舗装含)
路線数 実延長(m)

市 町 村 道

管 内 総 計

道　路　の　種　別

一般国道( 指定区 間)

県 管 理 合 計

一般国道(指定区間外)

河 川 種 別 河 川 数
指 定 区 間延

長 （ km ）

要改修延長

（ km ）

改修済延長

（ km ）

改修率

（％）
一 般 河 川

（ 直 轄 ）
1 40.4

一 般 河 川

（ 県 管 理 ）
42 443.7 229.6 122.1 53.2

準 用 河 川 46 132.5 23.4 4.6 19.7

普 通 河 川 14 -                10.3 10.1 98.1

管 内 総 計 103 616.6 263.3 136.8 52.0

危険箇所数 ※危険箇所Ⅰ
(a)

概成箇所数
(b)

整備率（％）
(b)/(a)

299 201 74 36.8%

危険箇所数

(a)

※危険箇所Ⅰ

(a)

概成箇所数

(b)

整備率（％）

(b)/(a)

46 34 19 55.9%

危険箇所数 要対策箇所
(a)

概成箇所数
(b)

整備率（％）
(b)/(a)

166 108 30 27.8%

危険箇所数 要対策箇所
(a)

概成箇所数
(b)

整備率（％）
(b)/(a)

511 343 123 35.9%

土石流危険

渓流

地すべり
危険箇所

急傾斜地崩壊

危険箇所

土砂災害
危険所計
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施設の管理

２．道路の維持管理

本県が管理する国・県道３８６路線、延長５，７２６kmのうち、当事務所の管理路線は、
６０路線６２９kmとなっています。

これらの道路を常に安全で良好な状態に保ち、快適に利用できるよう管理を充実させています。
（※直線距離で、おおよそ仙台～大阪間の距離に匹敵）

（１）道路パトロール
国・県道の交通状況の把握、安全施設等を点検し、常に良好な状況を保って

通行の安全を確保するとともに、不法な道路使用や不法投棄等を監視するため
３台のパトロール車を配置し、道路パトロールを実施しています。

（２）道路施設の補修・修繕
舗装や交通安全施設の補修・修繕をはじめ、道路の掘り返しの防止、必要な車

両の制限、交通情報の提供等多岐にわたる施策を実施しています。

（３）パトロールの範囲

パトロール要員による巡視

パトロールにおいて対応
出来なかった場合の処置

委託業者による
現場復旧作業

・会津若松建設事務所

・宮下土木事務所

報
告

・道路の穴、陥没
・落石、土砂崩れ
・倒木などの障害物 など

異常発見

指 示

道路補修員による
現場復旧作業

復旧後報告

確
認・対

応
・道路の穴埋め
・障害物の撤去
・損傷施設の一時的な処置 など

・パトロール結果の報告
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施設の管理

３．水位・雨量観測所、水防倉庫、ライブカメラ位置図

国道252号
（金山町滝沢）

只見川（金山町）

国道400号
（金山町八町）

国道252号
（金山町）
水沼橋

国道252号
（三島町）
新高清水橋

国道252号
（三島町宮下）

国道400号
（昭和村喰丸）

国道401号
（博士峠）
昭和村側

国道401号
（博士峠）

会津美里町側

只見川
（柳津町）
瑞光寺

玉梨観測所
（金山町）

牧沢観測所
（柳津町）

滝谷観測所
（柳津町）

壇ノ浦観測所
（柳津町）

三島町宮下

宮下観測所
（三島町）

大芦観測所
（昭和村）

宮下観測所
（三島町）
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11

13
15

喜多方市
（喜多方IC付近）

喜多方市
喜多方市

（塩川IC付近）

湯川村
（湯川北IC付近）

県道131号
（会津若松市）

氷玉トンネル北側

県道118号
（会津若松市）

芦ノ牧トンネル西側

▲…水位観測所(8箇所)

●…雨量観測所(9箇所)

■…福島県水防倉庫(2箇所)

…ライブカメラ(道路)(14箇所)

…ライブカメラ(河川)(1箇所)

…ライブカメラ(道路・河川)(1箇所)

▲…危機管理型水位計（施工中）

凡例

溷川観測所
（湯川村）

開津観測所
（会津若松市）

高田観測所
（会津美里町）

高田観測所
（会津美里町）

会津若松観測所
（会津若松市）

会津若松観測所
（会津若松市）

東山ダム観測所
（会津若松市）

会津若松市北会津町

中湯川観測所
（会津若松市）

溷川観測所
（湯川村）
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施設の管理

４．会津レクリエーション公園

会津レクリエーション公園は、昭和61年から20年の歳月をかけて、平成18年4月に全面開園しました。
園内は、総面積 42.6ha、東西 約0.5km、南北 約1kmの広大な敷地を有し、次の施設があります。

• 3haの芝生広場の「多目的スポーツイベント広場」
• 季節の花が咲き誇る「花の広場」
• 会津地方の伝説『手長』『足長』をイメージした遊びの空間「もくもく広場・冒険の森」
• 休憩施設やユニバーサルデザインに対応し、誰でも利用できるトイレを完備した「インフォメーション

エリア」 など

（１）年間利用者数
開園期間中の近年の年間平均利用者数は、約５万人前後です。

（２）管理の体制
開園期間中は、管理棟事務所に管理員が常駐しており、巡視員が毎日園内のパトロールを行ってい
ます。
パトロール中に倒木などを発見した際は、すぐに対応しています。

（３）緊急事態の体制
熊や猪など、人へ危害を加える可能性の高い動物が確認・報告された際は、園内放送で呼び掛けを行
い、場合によっては一時閉園します。
利用者が運動中などに負傷した場合でも、管理棟にAED・担架が常備されています。

（４）自然環境への配慮
園内に「緑のリサイクル施設」があり、園内で発生した刈草・伐木などは専用の機械を用いて堆肥
へ再利用しています。

磐梯河東ICより車で約８分
会津若松市湊町大字赤井字笹山原 （国道49号と県道376号（湖南湊線）の交差点）

〈開園期間〉4月中旬から12月下旬頃まで
〈開園時間〉午前8時から午後5時まで（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｴﾘｱは24時間使用できます。）
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施設の管理

５．東山ダム

東山ダムは、一級河川阿賀野川水系湯川の会津若松市東山町に建設された多目的ダムです。
一級河川湯川は、東山温泉街や会津若松市街地を経て阿賀川に合流する都市河川であり、

過去には幾度も氾濫し洪水被害をもたらしました。このため湯川総合開発事業の一環として、
昭和58年に東山ダムが建設されました。

東山ダムの目的は以下の４つです。
（１）洪水調節

ダム地点の計画高水流量350m3/sのうち、315m3/sの洪水調節を行います。
有効貯水容量11,500,000m3を有効に利用するため、洪水期と非洪水期に分けて運用
しています。

洪水期（6月21日～10月10日）は洪水調節容量7,000,000m3を、非洪水期（10月11日
～6月20日）は5,700,000m3を利用して洪水調節します。

なお洪水調節方式は自然調節方式であるため、人為的な操作を必要としません。

（２）流水の正常な機能の維持
下流既得用水（農業用水など）及び河川の維持用水（水質や動植物の生息環境の維持）として、

ダム地点で最小0.20 m3/sを放流します。

（３）上水道用水の供給
会津若松市の上水道用水として最大0.2933m3/sを取水し、東山浄水場へ供給しています。

（４）管理用発電
上記目的のための放流水（最大2.0m3/s）を利用して、最大出力700kWの水力発電をしています。

発電した電力はダム設備で使用しており、余剰電力は東北電力に売電しています。

【諸元】
形 式：重力式コンクリートダム
ダム高：70.0m

ダム頂長：275.0m

ダム体積：約26万m3

洪水吐：非常用
正面越流型1.5m×218.5m

常用
堤内埋設型放流管

1.400m×1.456m×1条
1.400m×1.433m×1条

放流設備：直接多段式選択取水塔
流域面積：40.5km2

貯水面積：0.575km2

湯
の
入
り
湖
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施設の管理

６．道の駅

１．整備の目的
道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々のための「情報発信機

能」、そして「道の駅」をきっかけに町と町とが手を結び活力ある地域づくりを共に
行うための「地域の連係機能」、の３つの機能を併せ持つ施設「道の駅」を整備する
ことにより、交通事故の減少や地域活性化を図ります。

道の駅「からむし織の里しょうわ」は、昭和
村の中心部の国道２路線が交わる地区に位置し
ており、観光・道路情報の発信・提供を行って
います。

② からむし織の里
しょうわ

宮下土木事務所

④

③

②

①

「道の駅」奥会津かねやまは町の中心部から
約3㎞の位置にあり、会津若松市方面と南会津方
面を結ぶ国道252号沿いに立地しており、国道
400号との交差地点にも近い場所にあります。
施設では、町内産の手打ちソバを提供するとと
もに、奥会津町村の物産を販売し、地域の中核
施設として情報発信と活性化を図っています。

① 奥会津かねやま
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２．整備の概要
福島県内では平成２９年に新たに３駅が登録となりました。平成５年度の登録制度

の運用開始以来、３３駅（内会津若松管内は５駅）になります。

道の駅「会津柳津」は、福島県南
西部に位置する柳津町の国道252号
沿いにあり、奥会津の玄関口にあた
ります。 施設は、駐車台数65台の広
い駐車場や、奥会津特産品展示コー
ナー・土産コーナー・地域P.R.コー
ナー、手打ちの博士そばが食べられ
る飲食コーナーなどがあります。他
にも休憩・情報提供などにより休憩
をとりながら奥会津9町村の様々な情
報を得ることができます。

④ 会津柳津

会津若松建設事務所

⑤

「道の駅」尾瀬街道みしま宿は
、磐越自動車道坂下ＩＣから国道
２５２号で約２０分、約１５km
の地点に位置し、奥会津の玄関口
として観光客の最初の休憩地点と
なっています。またJR只見線の
名物である鉄橋を一望できるビュ
ーポイントの近くであり、多くの
カメラマンが訪れるところでもあ
ります。

③ 尾瀬街道みしま宿

道の駅「あいづ 湯川・会津
坂下」は、一般国道49号に接
し、会津盆地の中心で、飯豊連
峰や磐梯山を眺望できる他、周
囲を水田や川に囲まれるなど年
間を通して四季を感じる風光明
媚なロケーションにある大型休
憩施設です。

⑤ あいづ 湯川・会津坂下



施設の管理

７．異常気象時の事務所体制

福島地方気象台

会津若松建設事務所
宮下土木事務所

●災害情報連絡
●巡視
●水防活動
●建築物管理

建設業協会
各支部

地域住民
市町村等

企画技術総室
河川港湾総室

道路総室
都市総室

関係市町村

警
報
発
令

警
報
解
除

応急工事依頼

情 報

状況確認

災害等の
発生

大雨・洪水
警 報 等

状況・被害
報 告
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施設の管理

８．民間団体との連携

近年の、ボランティア活動の活性化や行政への参加意欲の高まりなどを背景として、地
域の方々と市町村、県の三者が協働して、道路・河川の清掃美化活動を行う「うつくしま
の道・サポート制度」 及び「うつくしまの川・サポート制度」を設けています。

道路・河川管理者（県）と地元自治体（市町村）は、清掃用具の貸与、保険の加入、収
集ゴミの回収などにより、実施団体（地域住民など）の活動を支援し、道路・河川への愛
着心を育てながら、地域にふさわしい道・川づくりを進めています。

○ 効果と可能性

① ボランティア活動の活性化
② 良好な道路・河川環境の創出
③ 地域の方々や道路・河川利用者の満足度の向上
④ 道路・河川への愛着心と美化意欲の向上
⑤ 道路・河川利用者のマナーの向上

地域の方々やＮＰＯなどの実施団体、道路・河川管理者と地元自治体との
パートナーシップの形成を図ることにより、以下の効果が期待されます

目標：個性と魅力ある「みち（川） 空間」の創造
「ともに考え、ともにつくるみち（川） づくり」

実施団体
地域住民、ＮＰＯなど

・歩道・河川の清掃活動
・植樹帯、河川公園等の

維持管理活動
・その他道路・河川美化活動

道路・河川管理者
（福島県）

・活動をＰＲする看板の設置
・清掃用具等の貸与
・保険の加入
・その他清掃活動等への支援

地元自治体
（市町村）

・収集ゴミの回収・処理
・実施団体と道路・河川管理

者との連絡調整
・その他清掃活動等への支援

合 意

サポート

協力

サポート

○ 協定団体
道路 １５団体
河川 ４団体 （うち２団体は道路・河川の両方で締結） 全１７団体
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